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第 1条（目的） 

本約款は、ゼロワットパワー株式会社（以下「当社」という。）が提供するレイソル

ZERO プラン（以下「本プラン」という。）に関し、当社とお客さまとの間の電気の供

給および契約条件を定めることを目的とする。 

第 2条（適用範囲） 

本約款は、本プランを利用するお客さまに適用するものとする。 

第 3条（約款の優先適用） 

本プランに係る供給契約については、当社の電気供給約款【低圧】に加えて本選択約款

を適用するものとする。両約款の規定に相違がある場合には、本選択約款の規定を優先

して適用するものとする。 

第 4条（契約の申込みおよび成立） 

当社は、お客さまの契約申込を受理した後、当社所定の方法によりクレジットカード情

報の登録および決済可能な状態であることを確認した時点で契約を成立させるものとす

る。 

２ 前項の確認後、当社が別途定める供給開始日から電気の供給を開始する。 

３ お客さまがクレジットカード登録を完了しない場合、または登録内容に不備がある

場合、当社は契約の成立および供給の開始を行わないものとする。 

４ 前項の場合、当社は、契約手続に際して取得したお客さまの個人情報を、関連法令

および当社の個人情報保護方針に基づき、速やかに破棄または消去するものとする。 

第 5条（供給開始） 

契約成立後、当社は、一般送配電事業者の供給開始手続の完了をもって電気の供給を開

始するものとする。 

第 6条（供給電源の構成） 

当社は、本プランにおいて再生可能エネルギー由来の電（FIT 非化石証書を含む）を

100％使用した電気を供給するものとする。 

第 7条（料金の構成） 

本プランの料金は、基本料金、電力量料金、再エネ賦課金、燃料費調整額その他当社が

別途定める料金で構成される。 

２ 燃料費調整単価は、供給地点に対応する一般送配電事業者の供給区域において、み

なし小売電気事業者（旧一般電気事業者）が公表する 2025 年４月 1 日施行の電気需給

約款による燃料費調整単価を適用する。 



３ 料金の詳細および単価は、別表「料金単価表および燃料費調整」に定めるとおりと

する。 

第 8条（支払方法） 

お客さまは、本プランに係る電気料金その他の支払を、クレジットカードによって行う

ものとする。 

２ お客さまは、契約申込時に当社所定の方法によりクレジットカード情報を登録し、

常に有効な状態に維持するものとする。 

３ お客さまのクレジットカードの有効期限切れ、利用停止、その他の理由により決済

が行えない場合、当社は、当該料金の支払が確認されるまで供給を停止し、または契約

を解除することができる。 

第 9条（責任の制限） 

当社は、天災地変、事故、法令に基づく措置、その他当社の責に帰すことのできない事

由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。 

第 10条（契約の期間・変更および解除） 

１ 本契約の有効期間は、供給開始日から起算して１年間とし、期間満了日の１か月前

までに当社またはお客さまのいずれからも書面または当社所定の方法による解約の申出

がない場合には、同一条件でさらに１年間自動的に更新されるものとする。 

２ 当社またはお客さまが本契約に違反した場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、

是正がなされないときは契約を解除することができる。 

３ 当社は、制度改正その他やむを得ない事由により契約内容を変更または解除する場

合がある。 

第 11条（準拠法および合意管轄） 

本約款に関する準拠法は日本法とし、本契約に関して当社とお客さまとの間に紛争が生

じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

１ 料金単価表 

・レイソル ZERO プラン 

アンペア契約のお客さま 

内訳 単価（税込） 

基本料金 
 

10A 311.75 
15A 467.63 
20A 623.50 
30A 935.25 
40A 1247.00 
50A 1558.75 
60A 1870.50 

電力量料金 120kWh 迄 29.50 

120kWh～300kWh 迄 36.04 

上記超過 40.09 

 

主開閉器契約のお客さま 

内訳 単価（税込） 

基本料金 1kVA あたり 311.75 

電力量料金 120kWh 迄 29.50 

120kWh～300kWh 迄 36.04 

上記超過 40.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

・レイソル ZERO オール電化プラン 

アンペア契約のお客さま 

内訳 単価（税込） 

基本料金 
 

10A 311.75 
15A 467.63 
20A 623.50 
30A 935.25 
40A 1247.00 
50A 1558.75 
60A 1870.50 

電力量料金 午前 6 時～翌午前 1 時 35.40 

 午前 1 時～午前 6 時 27.58 

 

主開閉器契約のお客さま 

内訳 単価（税込） 

基本料金 1kVA あたり 311.75 

電力量料金 午前 6 時～翌午前 1 時 35.40 

 午前 1 時～午前 6 時 27.58 

 

 

２ 燃料費調整 

（1） 燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量お

よび価格の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

 なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、その端数は、10 円のくらいで四捨

五入いたします。 

 

 平均燃料価格＝A×α＋B×β＋C×γ 

  A＝各平均燃料価格等算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 

  B＝各平均燃料価格等算定価格における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 

  C＝各平均燃料価格等算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

  α＝0.0048 

  β＝0.3827 



  γ＝0.6584 

 なお、各平均燃料価格等算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、

１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は、

１円とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

 なお、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

 

 燃料費調整単価＝（平均燃料価格―86,100 円）×（2）の基準単価／1,000 

 

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格等算定期間の平均燃料価格または離島平均価格によって算定され

た燃料費調整単価は、その平均燃料価格等算定期間に対応する燃料費調整単価適用

期間に使用される電気に適用いたします。 

 なお、各平均燃料価格等算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のと

おりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 6 月の料金に係る計量期間等 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 7 月の料金に係る計量期間等 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 8 月の料金に係る計量期間等 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 9 月の料金に係る計量期間等 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 10 月の料金に係る計量期間等 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 11 月の料金に係る計量期間等 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 12 月の料金に係る計量期間等 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期

間 
翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 
翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は、翌年

の 2 月 29 日までの期間） 

翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 

 

ニ 燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を

適用して算定いたします。 

（2） 基準単価 



基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたし

ます。 

イ 関東エリア  1 キロワット時につき  18 銭 3 厘 

（3） 燃料費調整単価等のお知らせ、 

当社は、①イ）の各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原

油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格およ

び①ロ）によって算定された燃料費調整単価を請求書に明示する等により通知しま

す。 


